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1 条例改正の概要

(1)改正理由

「障害者の日常生活及ぴ社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及ぴ運営に関する基準」等の一部を改

正する省令(令和3年3月23日厚生労働省令第55号)が公布されたことに伴

い、厚生労働省令に基づき定めている本市基準条例の見直しを行う必要があるた

め。

(2)改正する条例

①長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及ぴ運営に関する基準等

を定める条例(平成25年長崎市条例第4号)

②長崎市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年

長崎市条例第43号)

③長崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例(平成25年長崎市条例第5号)

④長崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平

成25年長崎市条例第6号)

⑤長崎市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平

成25年長崎市条例第7号)

⑥長崎市福祉ホームの設備及び運営に関する基準.を定める条例.(平成25年長

崎市条例第8号)

⑦長崎市障害者支援施設の設備及ぴ運営に関する基準を定める条例(平成25

年長崎市条例第9号)

⑧長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及ぴ運営に関する基準等を定める

条例(令和元年長崎市条例第80号)

(4)追加する電磁的記録等に関する基準

ア喜面で行う記録等の方法による基準

事業者等は、記録、作成等のうち、各条例の規定により喜面で行うことが規定

されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて電磁的記録により

1

(3)改正内容

定める「参酌すべき基準」に、電磁的記録等に係る改正が今回追加され、令和

3年7月1日から施行されることに伴い、本市においても必要な内容であるため、

省令の改正内容のとおり追加しようとするもの。



行う二とができるものとする。

イ書面で行う交付等の方法による基準

事業者等は、交付、説明、同意等のうち、各条例の規定により書面で行うこと

が規定されているもの又は想定されるものについては、相手方の承諾を得て、婁

面に代えて電磁的方法により行うことができるものとする。

(5)主な事例

ア電磁的記録等ができるもの

(ア)障害福祉サービス等を提供した際の利用者のサービス提供記録の作成

(イ)障害福祉サービス等の利用に係る利用者の個別支援計画の作成

(ウ)利用者等から苦情を受けた場合の内容等の記録

(エ)利用者が障害福祉サービス等の利用の申込を行った際の、事業所の運営規

定概要等を記載した文書の利用者への交付

イ継続して書面による交付等が必要なもの

(ア)障害福祉サービス等の契約支給量等を記載した受給者証の交付

(6)施行期日令和3年7月1日
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2 新旧対照表

①長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例(平成25年長崎市条例第4号)

目次

第1章~第1 8章〔略〕

第1 9章雑則(第2 11条・第2 1 2

条例(改正案)

附則

(電磁的記録等)

第211条指定障害福祉サービス事業者

及びその従業者は、作成、.保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規

定において妻面(書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同

目次

第1章~第18章〔略〕

第1 9章雑則(第211条)

じ。)で行うことが規定されている又は

想定されるもの(第11条第1項(第4

4条第1項及び第2項、第44条の4、

条例(現行)

第49条第1項及び第2項、第95条、

第95条の5、第1 23条、第1 49条、

附則

〔新設〕

第149条の4、第1 59条、第1 59

条の4、第1 72条、第1 85条、第1

90条、第1 94条、第 1 94条の 1 2、

第194条の20並ぴに第2 10条第

1項において準用する場合を含む。)、

第15条(第44条第1項及ぴ第2項、

第44条の4、第49条第1項及び第2

項、第78条、第95条、第95条の5、

第110条、第 110条の4、第 1 23

条、第1 49条、第1 49条の4、第1

59条、第 1 59条の4、第 1 72条、

第 1 85条、第 1 90条、第 1 94条、

第 1 94条の 1 2、第 1 94条の20、

第201条、第201条の 11、第20

1条の22並ぴに第210条第1項に

おいて準用する場合を含む。)、第54

条第1項、第104条第1項(第11 0
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条の4において準用する場合を含む。)、

第1 98条の3第1項(第201条の 1

1及び第201条の22において準用

条例(改正案)

する場合を含む。)及び次項に規定する

ものを除く。)については、書面に代え

て、当該書面に係る磁的記録(雷子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作

られる記録であって

情報処理の用に供されるものをいう。)

により行うことができる。

指定障害福祉サービス業者及びその

従業者は、交付、・説明、同意、締結その

他これらに類するもの(以下「交付等

という。)のうち、この条例の規定にお

いて書面で行うことが規定されている

子計算機による

又は想定されるものについては、当該交

条例(現行)

付等の相手方の承諾を得て、当該交付等

の相手方が利用者である合には当該

利用者に係る障害の特性に応じた適切

な配慮しつつ、書面に代えて、電磁的

方法(電子的方法、磁気的方法その他

人の知覚によって認識することができ

ない方法いう。)1こよることができる

(委任)

第2 1 2条〔略〕

〔以下略〕

②長崎市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年長崎

市条例第43号)

'室^

第19条婦人保護施設は、作成、保存そ

の他これらにするもののうち、この条

条例(改正案)

(委任)

第211条〔略〕

例の規定において書面(書面、喜類、文

書、謄本、抄本、正本、副本

〔以下略〕

〔新設〕

本その

条例(現行)
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他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において

同じ。)で行うことが規定されている又

は想定されるものについては、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録(電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

つては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計機による

情報処理の用に供されるものをいう。)

により行うことができる。

(委任)

第20条

〔以下略〕

〔略〕

③'長崎市指定障害者支援施設の人員、設備及ぴ運営に関する基準等を定める条例

(平成25年長崎市条例第5号)

目次

第1章~第2章〔略〕

第3章雑則(第63条・第64条)

条例(改正案)

附則

(電磁的記録等)

(委任)

第19条

第63条指定障害者支援施設及ぴその従

業者は、作成、保存その他これらに類す

るもののうち、この条例の規定において

書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正

〔以下略〕

本、副本、複本その他文字、図形等人の知

〔略〕

覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。)で行うことが

規定されている又は想定されるもの(第

目次

第1章~第2章〔略〕

第3章雑則(第63条)

附則

〔新設〕

12条第1項、第16条及び次項に規定

するものを除く。)については、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録(電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

条例(現行)
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つては認識することができない方式で作

られる記であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。)

条例(改正案)

により行うことができる。

指定障害者支援施設及びその従業者

は、交付、説明、同意、締結その他これら

に類するもの(以下「交付等という。)

のうち、この条例の規定において書面で

行うことが規定されている又は想定され

るものについては、当該交付の相手方

の承諾を得て、当該交付等の相手方が利

用者である場合には当該利用者に係る障

害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、

書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識

することができない方法をいう。)によ

ることができる。

(委任)

第64条

条例(現行)

〔以下略〕

〔略〕

④長崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25

年長崎市条例第6号)

目次

第1章~第9章〔略〕

第10章雑則(第9 1条・第92条)

附則

」電^
第91条障害福祉サービス事業者及ぴそ

条例(改正案)

(委任)

第63条

の職員は、作成L保存その他これらに類

するもののうち、この条例の規定におい

て書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、

〔以下略〕

正本、副本

〔略〕

知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。)で行うこと

が規定されている又は想定されるもの

目次

第1章~第9章

第10章雑則

附則

〔新設〕

本その他文字、図形等人の

条例(現行)

〔略〕

(第91 条)
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(次項に規定するものを除く。)につい

ては、書面に代えて、当該婁面に係る電

磁的記録(電子的方式、磁気的方式その

条例(改正案)

他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記であって、電

子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。)により行うことができる。

障害福祉サービス事業者及ぴその職員

は、交付、説明、同意、締結その他これら

に類するもの(以下「交付等という。)

のうち、この条例の規定において書面で

行うことが規定されている又は想定され

るものについては、当該交付等の相手方

の承諾を得て、当該交付等の相手方が利

用者である場合には当該利用者に係る障

害の特性に応じた適切な配慮

婁面に代えて、電磁的方法(電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識

条例(現行)

することができない方法をいう。)によ

ることができる。

(委任)

第92条

[以下略]

〔略〕

しつつ

⑤長崎市地域活動支援センターの設備及ぴ運営に関する基準を定める条伊j(平成25

年長崎市条例第7号)

第22条センター及ぴその職員は、記録、

(電磁的記録等)

保存その他これらに類するもののうち、

条例(改正案)

この条例の規定において書面(書面、書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

(委任)

第9 1条

その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。)で行うことが規定されてい

[以下略]

〔略〕

る又は想定されるもの(次項に規定する

ものを除く。)については、書面に代え

〔新設〕

条例(現行)
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て

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

当該書面に係る電磁的記

ては認識することができない方式で作ら

条例(改正案)

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。)に

より行うことができる。

センター及ぴその職員は、説明、同意

その他これらに類するもの(以下「説明

等という。)のうち、この条例のま定に

おいて書面で行うことが規定されている

又は想定されるものについては、当該説

(電子的

明等の相手方の承諾を得て、当該説明等

の相手方が利用者である場合には当該利

用者に係る障害の特性に応じた適切な配

をしつつ、書面に代えて、電磁的方法

(子的方法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することができない方法

条例(現行)

(委任)

第23条

いう。)によることができる

[以下略]

〔略〕

⑥長崎市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年長崎市

条例第8号)

'重^
第20条福祉ホーム及びその職員は、記

4

録、保存その他これらに類するもののう

条例(改正案)

ち、この条例の規定において書面(書面、

喜

(委任)

第22条

本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された

文書、謄本、抄本、正本、副本、複

紙その他の有体物をいう。以下この条に

おいて同じ。)で行うことが規定されて

[以下略]

いる又は想定されるもの(次項にま定す

〔略〕

るものを除く。)1こついては、書面に代え

て

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

当該書面に係る電磁的記

8

〔新設〕

条例(現行)

(電子的
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,

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。)に

条例(改正案)

より行うことができる。

福祉ホーム及ぴその職員は、説明、同

意その他これらに類するもの(以下「説

明等という。)のうち、この条例の規定

において害面で行うことが規定されてい

る又は想定されるものについては、当該

説明等の相手方の承諾を得て、当該説明

等の相手方が利用者である場合には当該

利用者に係る障害の特性に応じた適切な

配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方

法(電子的方法、磁気的方法その他人の

知覚によって認識することができない方

法をいう。)によることができる。

(委任)

第21条

条例(現行)

[以下略]

〔略〕

⑦長崎市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年長

崎市条例第9号)

第47条障害者支援施設及びその職員

(電磁的記録等)

は、作成、保存その他これらに類するも

条例(改正案)

ののうち、この条例の規定において婁面

(委任)

第20条

(喜面、婁類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。)で行うことが規定

[以下略]

されている又は想定されるもの(次項に

〔略〕

規定するもの除く。)については、喜面

に代えて、当該婁面に係る電磁的記録(電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機によ

[新設]

条例(現行)
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る情報処理の用に供されるものをいう。)

により行うことができる。

2

条例(改正案)

障害者支援施設及びその職員は、交付、

説明、同意、締結その他これらに類する

もの(以下「交付等という。)のうち

この条例の規定において書面で行うこと

が規定されている又は想定されるものに

つぃては、当該交付の相手方の承諾を

得て、当該交付等の相手方が利用者であ

る場合には当該利用者に係る障害の特性

に応じた適切な配慮をしつつ、喜面に代

えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方

法その他人の知覚によって認識すること

ができない方法をいう。)によることがで

る。

(委任)

第48条

条例(現行)

[以下略]

〔略〕

⑧長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(令和元年長崎市条例第80号)

目次

第1章~第7章〔略〕

第8章雑則(第1 08条・第1 09条)

附則

'室^
第108条指定障害児通所支援事業者等

条例(改正案)

雫

(委任)

第47条

及ぴその従業者ば、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例のま

定において書面(書面、喜類、文書、謄

[以下略]

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

〔略〕

図形等人の知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。以下この条において同じ。)で

行うことが定されている又は想定され

目次

第、1章~第7章〔略〕

第8章雑則(第108条)

附則

[新設]

るもの(第14条第1項(第6 1条、第6

5条、第79条、第86条、第87条、第

条例(現行)

10
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゛

9 1条、第99条及び第104条におい

て準用する場合を含む。)、第18条(第

61条、第65条、第79条、第86条、

条例(改正案)

第87条、第9 1条、第99条及ぴ第1

04条において準用する場合を含む。)及

び次項に規定するものを除く。)1こついて

は、書面に代えて、当該書面に係る電磁

的記録(電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。)により行うことができる。

指定障害児通所支援事業者等及ぴその

従業者は、交付、説明、同意その他これら

に類するもの(以下「交付等という。)

のうち、この条例の規定において書面で

行うことが規定されている又は想定され

条例(現行)

るものについては、当該交付等の相手方

の承諾を得て、当該交付等の相手方が障

害児又は通所給付決定保護者である場合

には当該障害児又は当該通所給付決定保

者に係る障害児の障害の特性に応じた

適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電

磁的方法(電子的方法、磁気的方法その

他人の知覚によって認識することができ

ない方法をいう。)・によることができる。

(委任)

第109条

ノ

[以下略]

〔略〕

(委任)

第108条

[以下略]

〔略〕
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